
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18歳・19歳（新成人年齢）の方へ 

  ≪クレジットご契約・ご利用時の留意事項≫ 

クレジットのご契約やお買物は、しっかりと「考えて」からおこないましょう！ 

クレジットのご契約について 
 

クレジットをご契約する際には、よくクレジットの仕組みを理解しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●手数料（分割払い手数料） 

   

クレジットでのお支払いは、手数料（分割払い手数料）が発生する場合があります。長期での 

お支払いになるほど手数料は大きくなりますのでよく考えてご契約しましょう。 

 
 

 

（例）   お買物代金 50,000円をクレジットで 10回払いにてお支払いの場合 

仮に 10回払い手数料率が 6.0％の場合 

 

50,000円（お買物代金） × 6.0％ ＝ 3,000円           分割手数料額となります。 
 

お支払合計金額は、53,000円となります。 
 

 

 

 

 

 

お客様 

クレジット

会社 
販売店 

お客様に代わって 

代金を一括でお支払い 

代金を分割でお支払い 

商品の引渡し 

サービスの提供 

売買契約 

クレジット契約 

（立替払契約） 

加盟店契約 



 

                              リボルビング払い手数料 

 

●ご利用は計画的に 

 

  クレジットのご利用は、ご自身の収入に照らし合わせ、無理のないお支払いとなるよう 

  心がけましょう。利用しすぎると自身の支払能力を超えた支払が発生することがありま 

  す。 

  又、ご利用後にクレジット会社から発行されます『ご利用明細書』を必ず確認し、 

お支払いが終わるまでは大切に保管しましょう。 
   

 

 

 

 

 

クレジットのご利用について 
 

●リボルビング払い  

   

 クレジットカードでのお支払いにはリボルビング払いがあります。 リボルビング払いの残高 

に応じて月支払額が変動する残高スライド方式とあらかじめ設定された月支払額でお支払 

いする定額方式があります。月々のお支払いを一定にできるので便利なお支払いの方法です。 

 ただし、このお支払い方法も手数料が発生します。 

 ＊手数料は月々のお支払金額に含まれます。手数料は月々のお支払金額に含めて一定にする 

   「ウィズイン方式」と一定額に手数料を上乗せする「ウィズアウト方式」があります。 

 ＊お支払いがいつ終わるかは、カードの使い方によって変わり、残高がある限りお支払いは 

続きます。ご利用するためには残高の管理が必要です。 
  

定額方式の場合（手数料ウィズイン方式）（実質年率 15.0％） 

本社 ： 〒683-8602  鳥取県米子市東福原 2丁目 1番 1号 


